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令和３年６月教育委員会定例会議事録（要旨） 

 

１ 開催日時  令和３年６月２５日（金） 

        開会：午前１０時  閉会：午前１０時２５分 

２ 開催場所  第３委員会室 

 

３ 会議次第 

  ○５月定例会議事録等承認 

○教育長報告 

○議案第３７号 令和３年度一般会計教育費６月補正予算に関する意見の申出に係る臨時代

理について 

○議案第３８号 大津市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定について 

○議案第３９号 大津市通学区域審議会委員の委嘱及び任命について 

 

４ 出席委員 

   島崎教育長、前田委員、壽委員、八田委員、田村委員 

 

５ 事務局出席者 

   平尾教育部長、人見教育部次長、青山教育総務課長、西本同課主任、金城同課主任、山

田教職員室長、冨永学校教育課長、橋本児童生徒支援課長、東学校給食課長、本郷生涯

学習課長、山口文化財保護課長、堀井子育て推進監、山田子育て政策課長補佐、乾幼保

支援課長、水上同課幼児教育指導監 

 

６ 会議を傍聴した者 

（１）一般傍聴者       ０人  （２）市政記者等の傍聴者   ０人 

 

７ 議事の経過  別紙のとおり  
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（議事の経過） 

 

開会  教育長が６月定例会の開会を宣言 

市民憲章斉唱 

 

議題の公開／非公開  議案第３９号について非公開とすることを決定 

 

５月定例会議事録等承認  承認 

 

教育長報告 

 

○議案第３７号 令和３年度一般会計教育費６月補正予算に関する意見の申出に係る臨時代理

について 

 

【説 明】 

○人見教育部次長 市議会６月通常会議に上程している教育費補正予算について市長へ意見を申

出るものであるが、会議を開く時間がなかったことから、原案に対する意見はないものとして教

育長が臨時に代理したので、教育委員会の承認を求めるものである。 

本補正は、主に新型コロナウイルス感染症対策の追加に係る事業費の補正等となる。教育費の

補正額は１億１，９７０万円余りの増額となり、補正後の予算総額は、１０４億１，３７５万円

余りとなるものである。 

通番６２、「小学校維持管理事業費」は、児童用トイレの清掃・消毒業務の民間委託通年化に

係る経費の補正である。 

通番６３、「中学校維持管理事業費」は、同様に、生徒用トイレの清掃・消毒業務の民間委託

通年化に係る経費の補正である。 

通番６６、「北部地域文化センター運営事業費」は、トイレ手洗場の蛇口の自動化や、非接触

型自動体温測定器の購入に係る経費を計上するものである。 

 通番６７、「和邇文化センター管理運営費」及び次の通番６８、「生涯学習センター費」は、

非接触型自動体温測定器の購入費である。 

通番６９、「公民館（単独）管理運営費」は、大津公民館のトイレ手洗場の蛇口の自動化に係

る経費である。 

通番７０、「図書共通管理事業費」、及び次の通番７１「博物館管理運営事業費」は、非接触

型自動体温測定器の購入に係る経費である。 

通番７１、「学校保健管理運営事業費」は、学校教育活動における感染防止対策のための、マ

スク・消毒液などの衛生用品等の購入経費、及び前年度に実施できなかった教職員向けの研修の

実施に要する経費として、１校あたり８０万円～１６０万円を措置するものである。 

○堀井子育て推進監 通番６４、「幼稚園園舎等改造事業費は、感染防止対策として、市立幼稚

園のうち空調機器が未設置の空き教室に、換気機能付きの空調機器を設置する費用である。 

通番６５、「幼稚園管理運営費」は、志賀北幼稚園通園バス賃貸借契約に係る訴訟上の和解勧

告に基づくリース費用総額の見直しによる経費である。 

通番７２、「幼稚園保健管理運営事業費」は、感染防止対策のための公立幼稚園での保健用消

耗品の購入経費である。 

 

【質 疑】  

○田村委員 児童生徒用トイレ清掃・消毒業務の民間委託の通年化に関わり、感染症が収束した

際には、補助事業とはならないと思うが、一般財源で引続き行わないのか。 

○青山教育総務課長 元々、児童生徒用トイレの日々の清掃は、児童生徒自身による清掃を行っ

ていたものであり、感染症が収束した際には、従前の形に戻すことを考えている。 

○田村委員 児童生徒用トイレは悪臭がひどい所もある。トイレなど学校施設の清掃を１００％

子どもだけで行うというのは、教育の本旨から少しずれているようにも感じる。自分の通う学校
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を自身で清掃する活動を通じて、道徳心などを養うという教育的効果はあると理解しているが、

施設全体のソフト・ハード面の維持管理として、市の公費で本来負担すべきところではあると思

う。特定財源がなくなったからといって、業務自体を無くすのではなく、業務としては必要であ

るという視点に立って、必要な維持管理について検討をお願いしたい。 

○青山教育総務課長 収束後の日々の清掃については、児童生徒による清掃に戻すことを考えて

いるが、それだけで施設の衛生管理・維持管理として１００％満足ではないと考えている。従前

は、民間への委託業務として、年２回程度委託業者による集中清掃を行っていたものであり、こ

れと同様の形で、適切なタイミングで委託業者による集中清掃等を行いたいと考えている。 

 

【採 決】 可決 

 

 

○議案第３８号 大津市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定について 

 

【説 明】 

○冨永学校教育課長 これまで石山小学校及び石山中学校については小中合同で学校運営協議

会を設置していたが、このたび地域からの強い要望もあり、新たに石山幼稚園も合同で学校運

営協議会を設置することで申請書が提出された。 

 これを受け、大津市学校運営協議会規則の別表の、石山小・中学校学校運営協議会を削除

し、新たに、石山幼稚園・小学校・中学校学校運営協議会を加えるものである。 

石山幼稚園に学校運営協議会が設置されることにより、幼稚園では２園で学校運営協議会が

設置されることとなる。 

  

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

 

○議案第３９号 大津市通学区域審議会委員の委嘱及び任命について 

 

【説 明】 

○冨永学校教育課長 大津市通学区域審議会委員については、市立学校の通学区域の適正化を

はかるために必要な事項を調査審議する附属機関の委員である。今回、全１０名の委員のう

ち、３名の委員について、資料のとおり任免を行うものである。新しい委員の任期は、審議会

規則第３条第２項に基づき、令和３年６月２６日から、前任者の残任期間である令和４年６月

１日までとなる。 

 

【質 疑】  

○西本教育総務課主任 資料上は任期が「令和３年６月２５日から」となっているが、「令和

３年６月２６日から」の誤りである。 

 

【採 決】 修正の上、可決 

 

 

閉会 教育長が６月定例会の閉会を宣言 


